
　

農
業
基
本
法
が
改
正
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
林
業
版
で
あ
る
林
業
基
本
法
に
つ
い

て
も
改
正
・
見
直
し
の
議
論
が
始
ま
っ
た
。
以
下

で
は
、
林
業
基
本
法
制
定
以
前
も
含
め
た
戦
後
の

林
業
政
策
の
お
お
ま
か
な
流
れ
を
四
つ
の
時
期
に

区
分
し
、
整
理
し
た
。

一
、「
資
源
造
成
」
政
策

　
 
（
終
戦
直
後
〜
一
九
六
〇
年
代
前
半
）

　

終
戦
直
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
中
頃
ま
で
は
、

戦
時
下
に
強
行
さ
れ
た
乱
伐
に
よ
り
荒
廃
し
た
森

林
を
回
復
す
る
た
め
の
「
復
旧
造
林
」
が
展
開
さ

れ
た
。
特
に
、
五
〇
年
代
に
は
政
策
的
な
支
援
が

効
を
奏
し
て
、
年
間
造
林
面
積
が
三
〇
万　

以
上

ｈａ

と
い
う
驚
異
的
な
勢
い
で
造
林
が
進
ん
だ
。
そ
の

結
果
、
森
林
荒
廃
は
五
〇
年
代
中
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ

解
消
し
た
。

　

そ
し
て
、
五
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
経
済
成
長

に
伴
う
木
材
需
要
の
増
大
に
応
え
る
た
め
に
、
当

時
森
林
資
源
が
比
較
的
残
っ
て
い
た
奥
地
林
（
天

然
林
）
伐
採
が
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
、

燃
料
革
命
以
降
、
不
要
と
な
っ
た
薪
炭
林
に
つ
い

て
も
パ
ル
プ
用
材
供
給
の
た
め
伐
採
が
進
ん
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
伐
採
跡
地
に
は
ス
ギ
や
ヒ
ノ

キ
を
中
心
と
し
た
「
拡
大
造
林
」
が
急
速
に
広
が

っ
た
。

　

つ
ま
り
、
終
戦
直
後
か
ら
五
〇
年
代
前
半
ま
で

は
「
国
土
保
全
的
」
な
資
源
造
成
が
、
そ
し
て
五

〇
年
代
後
半
以
降
に
は
「
原
料
確
保
的
」
な
資
源

造
成
が
林
業
政
策
の
中
核
を
成
し
た
。

二
、「
基
本
法
」
政
策

　
　
（
一
九
六
〇
年
代
後
半
〜
七
〇
年
代
後
半
）

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
六
四
年
に
制

定
さ
れ
た
林
業
基
本
法
を
軸
と
し
た
林
業
政
策
が

開
始
さ
れ
た
。
林
業
基
本
法
は
、
日
本
経
済
の
発

展
に
よ
っ
て
生
じ
た
木
材
需
要
の
増
加
を
国
内
林

業
の
生
産
力
増
強
に
よ
っ
て
充
足
し
、
林
業
従
事

者
の
所
得
を
増
大
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
法
律
と

調
査
・
研
究
ノ
ー
ト

戦
後
の
林
業
政
策
の
変
遷
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い
え
る
。
こ
の
法
律
の
目
的
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
こ
れ
以
降
の
林
業
政
策
に
は
そ
れ
以
前
ま
で

の
「
資
源
造
成
」
政
策
に
、
林
業
の
近
代
化
・
効

率
化
を
図
る
た
め
の
産
業
政
策
的
な
性
格
が
加
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
木
材
需
給
の
逼
迫
等
を
背
景
に
、
六
〇

年
に
丸
太
輸
入
自
由
化
、
翌
年
に
は
「
木
材
価
格

安
定
緊
急
対
策
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を

契
機
に
外
材
輸
入
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
そ
の

後
輸
入
量
は
急
速
に
増
大
し
た
。
具
体
的
に
は
、

六
〇
年
に
一
三
％
だ
っ
た
外
材
率
（
注
）
は
六
九

年
に
は
五
一
％
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
予
測
以
上
の
勢
い
で
外
材
輸
入
が

増
加
し
た
た
め
に
、
木
材
供
給
の
大
半
を
国
産
材

で
賄
う
こ
と
を
前
提
に
林
業
の
近
代
化
を
図
ろ
う

と
し
た
「
基
本
法
」
政
策
は
、
矛
盾
し
た
状
況
の

中
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

林
業
の
近
代
化
を
目
指
し
た
「
基
本
法
」
政
策

の
最
も
代
表
的
な
手
法
と
し
て
は
、
六
五
年
よ
り

開
始
さ
れ
た
林
業
構
造
改
善
事
業
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
林
道
の
整
備
、
機
械
化
の
導
入
等
の

構
造
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
、
実
質
的
な
担
い
手

と
さ
れ
た
森
林
組
合
の
組
織
強
化
が
図
ら
れ
た
。

三
、「
地
域
林
業
」
政
策　
（
一
九
八
〇
年
代
）

　

低
成
長
期
に
入
る
と
、
日
本
林
業
を
取
り
巻
く

状
況
が
さ
ら
に
変
化
し
た
。
例
え
ば
、
森
林
資
源

は
保
育
段
階
に
入
り
、
木
材
需
要
は
一
転
し
て
減

少
し
は
じ
め
、
さ
ら
に
木
材
価
格
も
下
落
基
調
と

な
っ
た
。
ま
た
外
材
は
木
材
供
給
の
補
完
的
な
存

在
か
ら
主
流
と
な
り
、
そ
の
存
在
が
揺
る
ぎ
無
い

も
の
と
な
っ
て
い
た
。

表　戦後の林業政策の推移

「基本法」政策
（��年代後半～��年代後半）

「資源造成」政策
�����～��年代前半）

政策基調

・林業総生産の増大
・林業生産性の向上
・林業従事者の
　所得増大

終戦直後～��年代前半
「国土保全的」な資源造成
��年代後半～��年代前半
「原料確保的」な資源造成

政策目的

「流域管理」政策
（��年代～）

「地域林業」政策
（��年代）

政策基調

・国有林と民有林の一
体的な森林計画
・林業生産・加工・流
通における「流域」
を単位とした条件整
備（外材への対抗）
・「緑と水」の源泉で
ある多様な森林整備

・育林から素材生産、
流通加工までを一定
地域を単位にシステ
ム化する（外材への
対抗・産地形成）政策目的
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こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
当
時
の
林
業
政

策
は
「
戦
後
造
林
木
は
一
〇
〜
二
〇
年
後
に
は
確

実
に
伐
採
対
象
と
な
る
。
こ
の
大
量
の
人
工
林
資

源
の
生
産
体
制
を
如
何
に
作
り
上
げ
る
か
」
と
い

う
こ
と
を
基
本
的
な
課
題
と
し
て
い
た
。
こ
の
課

題
に
応
え
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が「
地
域
林
業
」

政
策
で
あ
る
。「
地
域
林
業
」
政
策
と
は
、「
育
林

か
ら
素
材
生
産
、
さ
ら
に
流
通
加
工
ま
で
含
め
た

国
産
材
産
地
を
一
定
地
域
を
単
位
に
形
成
し
、
シ

ス
テ
ム
化
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
策
で

あ
る
。「
地
域
林
業
」
政
策
の
特
徴
と
し
て
は
、
①

外
材
供
給
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
で
あ
る
「
原
木
の
大

量
性
、
均
質
性
、
安
定
性
」
を
国
産
材
供
給
で
も

実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
②
そ
れ
ま
で
の
総

花
的
な
補
助
制
度
を
改
め
、
選
別
的
・
集
中
的
な

助
成
方
式
を
と
っ
た
こ
と
、
③
林
業
経
営
の
集
団

化
を
図
り
林
業
生
産
性
の
向
上
を
ね
ら
う
等
、
林

業
経
営
の
協
業
化
等
を
促
す
施
策
が
増
加
し
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
戦
後
造
林
木
の
フ
ロ
ー
対
策
を
加

味
し
た
「
地
域
林
業
」
政
策
が
八
〇
年
代
を
中
心

に
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
八
五
年
以
降
の
円
高

政
策
等
に
よ
り
外
材
輸
入
が
よ
り
拡
大
す
る
中
で
、

現
場
で
は
「
地
域
林
業
」
の
主
体
的
な
担
い
手
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
外
材
に
対
抗
で
き

る
生
産
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進
ま
な
い
等
、
政
策

目
標
を
達
成
で
き
た
地
域
は
多
く
は
な
か
っ
た
。

四
、「
流
域
林
業
」
政
策 
（
一
九
九
〇
年
代
〜
）

　

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
西
南
日
本
等
で
は

戦
後
造
林
木
が
主
伐
期
に
達
し
始
め
る
な
ど
、
人

工
林
資
源
が
成
熟
し
て
き
た
。
ま
た
、
七
五
年
よ

り
赤
字
が
続
い
て
い
る
国
有
林
は
崩
壊
寸
前
に
ま

で
弱
体
化
し
て
い
た
。
一
方
、
国
民
の
環
境
問
題

へ
の
関
心
が
広
が
る
中
、
森
林
保
全
や
森
林
の
あ

り
方
に
つ
い
て
の
要
求
が
多
様
化
し
て
き
た
。 
以

上
の
よ
う
な
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
状
況
に
対

応
す
る
べ
く
登
場
し
た
の
が
、「
流
域
管
理
」
政

策
で
あ
る
。「
流
域
管
理
」
政
策
で
は
、
①
国
有

林
と
民
有
林
さ
ら
に
川
下
か
ら
川
上
が
一
体
と
な

っ
た
「
流
域
」（
全
国
を
一
五
八
に
分
割
）
を
単

位
に
、
外
材
に
対
抗
で
き
得
る
国
産
材
（
並
材
）

の
産
地
形
成
を
図
る
こ
と
、
②
「
緑
と
水
」
の
源

泉
と
な
る
多
様
な
森
林
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
る
。「
流
域
管
理
」
政
策
で
は
、
環
境

や
公
益
的
機
能
等
が
よ
り
重
視
さ
れ
た
り
、「
地

域
」
か
ら
「
流
域
」
へ
枠
組
み
は
変
化
し
た
も
の

の
、
基
本
的
に
は
「
選
別
化
政
策
の
も
と
で
、
生

産
か
ら
流
通
加
工
ま
で
を
含
め
た
国
産
材
産
地
を

形
成
す
る
」
と
し
た
「
地
域
林
業
」
政
策
を
受
け

継
い
だ
政
策
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
林
野
三
法
や

「
品
質
の
安
定
し
た
木
材
製
品
を
低
コ
ス
ト
で
適

時
・
適
量
供
給
し
得
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
」
と
い

う
当
時
の
林
政
審
の
中
間
答
申
の
内
容
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
、「
流

域
管
理
」
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
現
場
で

は
、
流
域
内
の
川
上
と
川
下
の
対
立
が
あ
っ
た
り
、

長
年
に
わ
た
り
国
有
林
と
民
有
林
で
は
ほ
と
ん
ど

関
連
な
く
施
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
等
か
ら
、

「
流
域
」が
一
体
と
な
っ
た
産
地
形
成
が
進
ん
で
い

る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
全
国
一
五
八

「
流
域
」
の
中
で
一
部
の
「
流
域
」
だ
け
が
こ
の

政
策
を
遂
行
で
き
る
と
い
う
選
別
的
な
政
策
と
な

っ
て
い
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
森
林
資
源
の
成
熟
度
等
に
応

じ
て
重
点
事
項
は
移
行
し
た
も
の
の
、
林
業
基
本

法
制
定
以
降
の
林
業
政
策
は
、
林
業
の
効
率
化
・

国
産
材
の
産
地
形
成
を
目
指
し
て
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
制
定
直
後
か
ら
外
材
輸
入
が
拡
大
す
る

等
、
林
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、

林
業
政
策
は
有
効
な
手
段
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、

国
内
林
業
は
一
層
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
林
業
基
本
法
の
改
正
・
見
直
し

の
議
論
が
始
ま
っ
た
。

　

林
業
基
本
法
の
改
正
・
見
直
し
に
関
し
て
は
、

様
々
な
意
見
が
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
①
ほ
と

ん
ど
「
障
壁
」
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
木
材
輸
入

体
制
の
も
と
で
は
、
林
業
基
本
法
が
目
指
す
国
内

林
業
の
発
展
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す

る
こ
と
、
②
山
林
対
策
の
視
点
を
入
れ
る
こ
と
、

③
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
林
業
政
策
が
行

え
る
よ
う
に
画
一
的
な
政
策
を
改
め
る
こ
と
、
さ

ら
に
④
森
林
法
と
絡
め
て
、
森
林
保
全
・
生
態
系

保
護
と
林
業
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
等
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
農
業
基
本
法
」
が
変
わ
っ
た
か
ら
、「
林
業
基

本
法
」
も
変
え
よ
う
と
い
っ
た
受
け
身
的
な
改
正

に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
森
林
・
林
業
に
関
心
あ

る
様
々
な
人
か
ら
の
意
見
を
取
り
混
ぜ
た
議
論
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

（
注
）
外
材
率
…
木
材
需
要
量
に
占
め
る
外
材
の
割
合

（
栗
栖
祐
子
）


